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項番
該当
ページ

修正版
ページ

該当箇所 意　　見 意見の理由 意見に対する回答 対　　応

1 34
Ⅲ-③
リスク４

USBメモリー等の外部記録媒体への複写
（出力）は仕組みとして制限されているとのこ
とであるが、端末におけるファイル複写はど
のように制限しているのか？

年金機構の情報漏えい事例のような利用
形態のおそれがないか懸念しているため。

外部記録媒体機器の接続を認識しないよう端末
に設定を行い，また，原則としてサーバのデータ
ベース等に端末から直接アクセスできないよう権
限を制限しているので，ファイル複写が一切でき
ない仕組みとなっている。
そのため，業務において外部ネットワークに接続可
能な端末で，個人情報が扱われ，漏えいにつなが
るおそれはない。

回答の内容を補足
説明として修正・追
記

2 35 Ⅲ-④

委託契約書中の規程事項に関する記載に
つき、神戸市の他の事務の特定個人情報
保護評価書と異なっているが、神戸市として
の統一的な取り扱いはないのか？

同時に意見公募を行っていた住基システム
の評価書と，後期医療システムの評価書の
間で，該当箇所の表記に統一性がないた
め，神戸市としての運用上の取り扱いを確
認したい。

神戸市として，特定個人情報を取り扱う業務及び
情報処理業務の委託契約に関する情報セキュリ
ティ遵守特記事項を付加し同特記事項に基づ
き，基本的には統一的取り扱いを行っている。後
期高齢者医療事務においても，当該規定に基づ
き運用を行っていることを明記した次第であるが，
ご指摘いただいた部分につき内容のみならず表記
を統一したものに修正する。

神戸市としてと統一
した表記となるよう修
正
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